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議会の概要 

議員定数 議員定数 10 人（愛荘町 4 人、豊郷町 2 人、甲良町 2 人、・多賀町 2 人） 

議員の選任 構成町議会における議会議員の選挙による 

議員の任期 構成町の議会議員の任期による 

定例会の回数 年 2 回 

常任委員会等 
常任委員会等 総務常任委員会（5 人） 

建設常任委員会（5 人） 

 

⾏政委員会   

監査委員 

2 人 

識見を有する者 1 人、議員 1 人を組合議会の同意を得て選任 

任期は識見を有する者 4 年、議員は組合議員の任期 

 



管理者 構成４町長による　互選

副管理者 構成４町の管理者以外の長（３人）

1 職員の進退及び心身に関すること

2 議会及び組合行政一般に関すること

3 予算その他の財務に関すること

4 条例、規則その他の規程の立案に関すること

5 監査に関すること

6 関係市町との連絡調整に関すること

7 障害児通所支援事業に関すること

8 乳幼児発達相談指導事業に関すること

9

10 その他他の課に属さないこと

1 衛生事務に関すること

2

3 し尿処理施設の設置及び管理、運営に関すること

4

1 清掃事務に関すること

2

3 ごみ処理施設の設置及び管理、運営に関すること

4

.
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所管事務についての関係市町との連絡、調整に関
すること

一般廃棄物のうち、可燃ごみの中間処理及び最終
処分並びに廃乾電池の処分に関すること
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執行機関の組織
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副 管 理 者

会計管理者

所管事務についての関係市町との連絡、調整に関
すること

事務局長

総
務
福
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豊
 

楠
 

苑

一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥の中間処
理及び最終処分に関すること

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に規定する市町村審査会事業に関す
ること


